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議案第６１号

調停の申立て等について

 次のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５１条の２第１項の規

定による調停に付することを茨城県知事に申請することについて、地方自治法

第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。

令和５年９月１１日提出

かすみがうら市長  宮 嶋  謙  

１ 調停の相手方  

住 所  小美玉市高崎１８２４番地２

氏 名  霞台厚生施設組合

２ 申立ての趣旨

４市町（構成市：石岡市、小美玉市、かすみがうら市及び茨城町）の負担

で解体することとして決定された霞台厚生施設組合の旧焼却施設の解体に

ついて、当該施設を従前使用していた石岡市及び小美玉市の負担で解体する

ことを求める。

３ 申立ての理由

霞台厚生施設組合の新焼却施設の建設及び運営への移行に当たり、旧新治

地方広域事務組合（構成市：土浦市、石岡市及びかすみがうら市）及び旧茨

城美野里環境組合（構成市町：小美玉市及び茨城町）の旧焼却施設は当該施
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設を使用していた自治体の負担で解体しており、霞台厚生施設組合の旧焼却

施設だけを殊更例外とする特段の理由はなく、本市が当該事業に係る経済的

負担をすることは、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第２８条の２

（地方公共団体相互間における経費の負担関係）及び地方自治法第２３２条

（経費の支弁等）を踏まえ、当該事業の妥当性と公平性の点で認められない。 

 

４ 申立て後の遂行の方針 

（１）この調停において必要があるときは、適当と認める条件で相手方と

和解することができるものとする。 

（２）この調停が不調等になった場合又は必要があるときは、本案訴訟を

提起することができるものとする。 
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